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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前部に運転キャブを備え、前後に延びる車体フレームと、
　前記車体フレーム上の後部に設けられた旋回台と、
　基端部が前記旋回台に枢結されて起伏自在に設けられ、先端部が前記運転キャブ側へ延
び倒伏された状態で格納されるブームと、
　前記ブームの先端部に設けられた作業台と、
　前記車体フレーム上における前記運転キャブと前記旋回台との間の領域であって前記車
体フレームの幅方向の側部に設けられた側方工具箱とを備えた高所作業車において、
　前記車体フレーム上における前記車体フレームの幅方向において格納状態の前記ブーム
と前記側方工具箱との間の領域に、上下方向に延びて上端部が開口する長尺工具箱を設け
たことを特徴とする高所作業車。
【請求項２】
　前記長尺工具箱が、前記長尺工具箱の上端部の開口を開閉可能にする開閉扉を備え、
　前記開閉扉が、前記開口を閉塞した状態において前記作業台に乗降するためのステップ
として利用できることを特徴とする請求項１に記載の高所作業車。
【請求項３】
　前記車体フレームが、前後に延びるシャシフレームと、前記シャシフレーム上に設けら
れたサブフレームとからなり、
　前記サブフレームが、上下に所定の間隔を有して対向配置されて前後方向に延びる上板
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部および下板部と、これらの左右両端を上下に繋ぐ一対の側板部とを有して前後方向に延
びる中空状に形成され、
　前記長尺工具箱が、下方部が前記サブフレーム内に挿通されて、底部が前記下板部の上
面に固着されて設けられたことを特徴とする請求項１又は２に記載の高所作業車。
【請求項４】
　前記車体フレームが、前後に延びるシャシフレームと、前記シャシフレーム上に設けら
れたサブフレームとからなり、
　前記サブフレームが、上下に所定の間隔を有して対向配置されて前後方向に延びる上板
部および下板部と、これらの左右両端を上下に繋ぐ一対の側板部とを有して前後方向に延
びる中空状に形成され、
　前記長尺工具箱が、底部が前記下板部よりも下方に位置するように、前記サブフレーム
を上下方向に貫通して前記上板部および前記下板部により支持されて設けられていること
を特徴とする請求項１又は２に記載の高所作業車。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高所作業車に関し、さらに詳細には、車体フレーム上に工具箱や高所作業を
行うブーム等が設けられた高所作業車に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、高所作業等の工事を行うときには実際に工事を行う作業車のほか、作業に必要な
工具や機材等を運搬するための運搬車が併用されていたが、近年においては工事に必要な
工具等を工事を行う作業車自身に搭載して運搬することにより、工事作業に要する車両台
数を減らして効率化（コストダウン）を図る動きが進んでいる。
【０００３】
　このため上記の高所作業車においても作業に必要な工具等を収納する工具箱が設けられ
ており、一般に車体フレーム上の左右などの側方領域に配置されている（例えば、特許文
献１参照）。上記効率化を十分に行うためには工具等を作業車一台で全て運搬できること
が望ましく、工具箱の高さを高くしたり、或いは工具箱を上下に多段に積み重ねることに
より工具箱の収容容積を増大させるようにしている。
【特許文献１】特開２００６－３６３８３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このような工具箱は、上述のように、一般的に車体フレーム上において左右などの側方
領域に設けられており、作業者は側方からこの工具箱にアクセスして必要な工具等を取り
出せるようになっている。このため収容容積をさらに増大させるために、工具箱の高さを
さらに高くしたり、さらに多段積みしても作業者がアクセスできなくなる（手が届かなく
なる）おそれがあるため限界がある。また、高所作業車においては、長尺な工具や機材等
を用いて作業をする場合が多くあるが、このような長尺物は工具箱からの出し入れの作業
性が悪く、効率的に収容するのが困難である。このため、長尺な工具等を出し入れの作業
性を低下させずに、如何に効率的に工具箱に収容できるかという課題もある。
【０００５】
　本発明は、このような課題に鑑みてなされたものであり、長尺な工具や機材等を出し入
れの作業性を低下させずに効率的に収容できる構造を有した高所作業車を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題を解決するために、本発明に係る高所作業車は、前部に運転キャブを備え前後
に延びる車体フレーム（例えば、実施形態におけるシャシフレーム３およびサブフレーム
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４）と、車体フレーム上の後部に設けられた旋回台と、基端部が旋回台に枢結されて起伏
自在に設けられ、先端部が運転キャブ側へ延び倒伏された状態で格納されるブームと、ブ
ームの先端部に設けられた作業台と、車体フレーム上における運転キャブと旋回台との間
の領域であって車体フレームの幅方向の側部に設けられた側方工具箱（例えば、実施形態
における第１および第２工具箱５１，５２）とを備えた高所作業車において、車体フレー
ム上における車体フレームの幅方向において格納状態のブームと側方工具箱との間の領域
に、上下方向に延びて上端部が開口する長尺工具箱（例えば、実施形態における中央工具
箱６０）を設けて構成される。
【０００７】
　このように構成された高所作業車において、長尺工具箱が、長尺工具箱の上端部の開口
を開閉可能にする開閉扉を備え、この開閉扉が長尺工具箱の開口を閉塞した状態において
作業台に乗降するためのステップとして利用できるように構成されることが好ましい。
【０００８】
　また、車体フレームが、前後に延びるシャシフレームと、シャシフレーム上に設けられ
たサブフレームとからなり、サブフレームが、上下に所定の間隔を有して対向配置されて
前後方向に延びる上板部および下板部と、これらの左右両端を上下に繋ぐ一対の側板部と
を有して前後方向に延びる中空状に形成され、長尺工具箱が、下方部がサブフレーム内に
挿通されて、底部が下板部の上面に固着されて設けられていることが好ましい。
【０００９】
　なお、上記構成において、車体フレームが、前後に延びるシャシフレームと、シャシフ
レーム上に設けられたサブフレームとからなり、サブフレームが、上下に所定の間隔を有
して対向配置されて前後方向に延びる上板部および下板部と、これらの左右両端を上下に
繋ぐ一対の側板部とを有して前後方向に延びる中空状に形成され、長尺工具箱が、底部が
下板部よりも下方に位置するように、サブフレームを上下方向に貫通して前記上板部およ
び下板部により支持されて設けられる構成でもよい。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係る高所作業車によれば、車体フレーム上におけるブームと側方工具箱との間
の領域（空きスペース）を利用して、長尺な工具等を起立させた姿勢で収容可能な長尺工
具箱を設けているため、作業者は作業台上あるいは側方工具箱上などから長尺工具箱にア
クセスして作業に必要な長尺な工具や機材等を取り出したり収納したりすることが容易に
でき、使用勝手が良く作業効率を向上させることができる。また、車体フレーム上の限ら
れたスペースを有効に活用することができるとともに、長尺な工具等を効率的に収容させ
ることもできるため、作業に必要な工具等を従来よりも多量に搭載することが可能になり
、機材運搬用の車両を用いることなく工事作業を行うことができるようになる。したがっ
て、作業時の使用車両台数、ひいては保有車両台数を減らしてコストダウンを図ることが
できる。
【００１１】
　また、長尺工具箱の上部開口を開閉可能にする開閉扉が作業台に乗降するためのステッ
プとして利用できる構成とすることにより、作業台への乗降がさらに容易になって作業効
率をより向上させることができる。
【００１２】
　さらに、長尺工具箱の下方部をサブフレーム内に落とし込んだり、サブフレームに貫通
させた状態で取り付ける構成とすることにより、長尺工具箱の上面の上下位置をそのまま
にして有効深さをさらに深くすることができるため、より長尺な工具等を収容させること
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、図面を参照して本発明の好ましい実施形態について説明する。本実施の形態は、
伸縮動可能に構成されたブームの先端に作業台を備えた高所作業車の態様を示す。この本
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実施形態に係る高所作業車１を図１に示している。
【００１４】
　高所作業車１は、図１に示すように、シャシフレーム３の前後に車輪５，５を配設して
走行可能であり、前部に運転キャブ７を有したトラック車両をベースに構成されている。
シャシフレーム３上であって運転キャブ７の後側には、前後方向に延びたサブフレーム４
が取り付けられており、トラック車両のシャシフレーム３とサブフレーム４とで車体フレ
ームが構成されている。
【００１５】
　サブフレーム４は、図３に示すように、内部が中空で断面形状が略矩形状に形成され、
上下に所定の間隔を有して対向配置されて前後方向に略水平に延びる上板部４ａおよび下
板部４ｂと、これらの左右両端を上下に繋ぐ一対の側板部４ｃとを有して構成されている
。
【００１６】
　サブフレーム４の前後の左右両側部には車体フレームを持ち上げ支持するジャッキ１４
，１４が配設されており、車体フレームの後方に設置された図示しないジャッキ操作レバ
ーを手動操作することによりジャッキ１４を下方に張り出させて、高所作業車１を安定支
持させることができるようになっている。
【００１７】
　サブフレーム４の後側中央部には、旋回モータ２４により駆動されて水平旋回動可能に
構成された旋回台２０が配設されている。この旋回台２０から上方に延びた支柱２１には
、フートピン２２によりブーム３０が上下方向に揺動自在に取り付けられている。
【００１８】
　ブーム３０は、基端ブーム３０ａと、中間ブーム３０ｂと、先端ブーム３０ｃとが入れ
子式に組み合わされて構成されており、内部に設けられた伸縮シリンダ３１を駆動するこ
とによりブーム３０全体を長手方向に伸縮作動させることができる。また、ブーム３０は
基端ブーム３０ａと支柱２１との間に跨設された起伏シリンダ２３を駆動することにより
上下面内で起伏作動させることができる。
【００１９】
　先端ブーム３０ｃの先端部には、ブームヘッド３２が取り付けられており、このブーム
ヘッド３２には揺動ピン３３を介して垂直ポスト３４の下端部が取り付けられている。こ
の垂直ポスト３４はブーム３０内に設けられた図示しないレベリング装置により、ブーム
３０の起伏角度によらず常時垂直姿勢が保持される構成となっている。
【００２０】
　垂直ポスト３４には作業台４０が作業台保持ブラケット４１を介して水平面内で旋回動
自在に取り付けられている。作業台保持ブラケット４１の内部には首振りモータ４３が設
けられており、この首振りモータ４３を回転作動させることにより、作業台４０全体を垂
直ポスト３４まわりに首振り動（水平旋回動）させることができる。ここで、垂直ポスト
３４は上述のように常時垂直姿勢が保たれるため、結果として作業台４０の床面はブーム
３０の起伏角度によらず常時水平に保持される。
【００２１】
　作業台４０上には、作業台４０の移動操作、すなわち旋回台２０の旋回操作、ブーム３
０の起伏、伸縮操作および作業台４０の首振り操作を行うための操作装置４５が備えられ
ている。作業台４０に搭乗した作業者は、この操作装置４５を操作することにより、旋回
モータ２４の回転作動、起伏シリンダ２３の伸縮作動、伸縮シリンダ３１の伸縮作動およ
び首振りモータ４３の回転作動の各操作を行って作業台４０を所望位置に移動させること
ができる。
【００２２】
　また、図２に詳しく示すように（この図２では説明の都合上、支柱２１、ブーム３０お
よび作業台４０などの図示は省略している）、サブフレーム４上における運転キャブ７と
旋回台２０との間の領域には、第１～第３工具箱５１，５２，５３からなる前方工具箱が
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設けられており、サブフレーム４上における旋回台２０の側方領域には第４および第５工
具箱５４，５５が設けられている。なお、ここで工具箱とは、作業に必要な工具や機材等
を収容するための箱状の部材をいい、扉を有した密閉型であると一面が開放された開放型
であるとを問わない。
【００２３】
　ここで、第１工具箱５１と第２工具箱５２とは、上下開閉式に構成された密閉型の工具
箱であり、サブフレーム４上における運転キャブ７と旋回台２０との間の領域のうち左方
の領域に上下二段に重ねて設けられている。第３工具箱５３は、上方が開放された荷台と
して使用する開放型の工具箱であり、サブフレーム４上における運転キャブ７と旋回台２
０との間の領域のうち右方の領域に設けられている。また、第４工具箱５４は、上下開閉
扉式に構成された密閉型の工具箱であり、サブフレーム４上における旋回台２０の側方領
域のうち左方の領域に設けられており、この第４工具箱５４と同じ密閉型の第５工具箱５
５は、サブフレーム４上における旋回台２０の側方領域のうち右方の領域に設けられてい
る。なお、第３工具箱５３の側方板５３ａはその下部に設けられた図示しない蝶番を支点
に開閉可能になっており、第３工具箱５３内へは車体の側方からアクセスできるようにな
っている。
【００２４】
　これら工具箱５１～５５には、例えば、作業者が使用する配電工事用の機材や工具など
が主に収容されており、作業者は車体の側方から工具箱５１～５５にアクセスして、必要
な機材や工具等を容易に取り出すことができる。しかしながら、工具箱５１～５５におい
て、例えば、長い棒状の軸の先端に電線把持具などの作業具を備えたホットスティックや
、感電防止具として使用される電線保護管などの長尺な工具や機材等については、出し入
れの作業性が悪く効率的に収容させることが困難であるという問題がある。そこで、この
ような長尺な工具や機材等を効率的に収容させるために、本高所作業車１には、工具箱５
１～５５のほかに、中央工具箱６０がサブフレーム４上に設けられている。
【００２５】
　中央工具箱６０は、サブフレーム４上における運転キャブ７と旋回台２０との間の領域
であって、且つ、第１および第２工具箱５１，５２とブーム３０（格納状態のブーム３０
）との間の領域に上下方向に延びて立設されている。この中央工具箱６０は、上下開閉扉
式の密閉型の第６および第７工具箱６６，６７を有して構成される。
【００２６】
　第６工具箱６６の上面には、開閉扉６６ａが、図２中の矢印Ｙで示すように、左方向に
転回して開閉可能なように取り付けられている。また、この第６工具箱６６は、図３に示
すように、下方部が上板部４ａから下方に嵌め込まれて底部がサブフレーム４の下板部４
ｂに固着されている。したがって、上板部４ａから下板部４ｂまでの深さの分だけ第６工
具箱６６をサブフレーム４内に埋設することにより、第６工具箱６６の上面位置を変えず
に工具箱内の有効深さを大きく設定することができる。
【００２７】
　第７工具箱６７の上面にも同様に、開閉扉６７ａが、図２中の矢印Ｚで示すように、左
方向に転回して開閉可能なように取り付けられている。この第７工具箱６７は、前側面部
が第６工具箱６６の後側面部に取り付けられており、第６工具箱６６よりも浅底に（工具
箱の有効深さが浅く）設定されている。
【００２８】
　なお、この中央工具箱６０の上面の上下位置は、格納状態のブーム３０の底面部よりも
下方に位置しているため、格納状態からブーム３０を旋回動等した場合でもブーム３０が
中央工具箱６０に衝突することはなく、ブーム３０や中央工具箱６０の損傷を未然に防止
するようにしている。
【００２９】
　また、運転キャブ７のすぐ後方にはブーム３０の格納時にブーム３０を載置するブーム
受け７１および作業台４０を載置する作業台受け７２が設けられており、サブフレーム４
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の背面側には作業者がサブフレーム４に昇降するためのステップ７３が設けられている。
また、旋回台２０の左方に位置する第４工具箱５４の下部に当たるサブフレーム４の側方
にはバッテリ７４が取り付けられており、第１工具箱６１の下部に当たるサブフレーム４
の側方には作業者が第２工具箱５２にアクセスするための踏み板７５が設けられている。
【００３０】
　なお、サブフレーム４上における左方領域に配置された第１、第２および第４工具箱５
１，５２，５４の上面部（天板）は、作業者がステップ７３から車体上に上がって作業台
４０に搭乗するまでの移動経路となり、作業者が容易に登り降りすることができる寸法で
あるとともに、作業者がこの上面部上を移動しても耐えうる耐荷重性を有する。
【００３１】
　さらに、第６および第７工具箱６６，６７の上面部（開閉扉６６ａ，６７ａ）について
も、作業者が作業台４０に搭乗する際の踏み台として利用することができるとともに、第
６および第７工具箱６６，６７のうちの一方の工具箱から必要な工具等を出し入れする場
合に他方の工具箱の上面部（開閉扉）に上って容易に取り出すことができるようになって
いる。
【００３２】
　このような構成の高所作業車１を用いて高所での作業を行う場合には、例えば、作業者
が先ず運転キャブ７内から運転操作して道路走行を行い、高所作業車１を作業現場へ移動
させる。ここで、道路を走行するときには、ブーム３０は全縮状態で前方に倒伏させ、ブ
ーム３０をブーム受け７１に載置するとともに作業台４０の下面を作業台受け７２に載置
した格納状態とする（図１の二点鎖線で示すブーム３０の図を参照）。
【００３３】
　作業現場へ到着したら、作業者は前述の図示しないジャッキ操作レバーを操作して各ジ
ャッキ１４を張り出させ車体を安定支持させる。そして、作業者は工具箱の前に移動して
、作業に必要な工具や機材等を取り出す。車体がジャッキ１４により支持されたら作業者
はステップ７３からサブフレーム４上に上がり、工具箱６４，６１，６２の上面あるいは
中央工具箱６０の上面を伝って作業台４０に搭乗する。そして、操作装置４５からレバー
類を操作してブーム３０の起伏、伸縮、旋回および作業台４０の首振りを行って作業台４
０を所望の高所位置に移動させ、高所での作業を行う。
【００３４】
　ここで、本実施形態に係る高所作業車１においては、サブフレーム４上における運転キ
ャブ７と旋回台２０との間の領域であって、且つ、第１および第２工具箱５１，５２とブ
ーム３０（格納状態のブーム３０）との間の領域に工具箱６０が配設されているため、作
業者は工具箱上あるいは作業台上から工具箱６０にアクセス可能であり、作業に必要とな
る長尺な工具や機材等を容易に出し入れすることができる。すなわち、作業者は作業台４
０に搭乗するために工具箱６１，６２，６４を伝って移動（登り降り）する際に、あるい
は作業台４０に搭乗する際に、工具箱６０から工具等を容易に引き上げて取り出すことが
できる。さらに、作業者が作業台４０に搭乗した場合には、作業台４０の起伏動などに伴
って工具等を工具箱６０から容易に引き上げて取り出すことができるとともに、作業台４
０の倒伏動などに伴って機材や工具等を工具箱６０に入れ込んで収納することができる。
このため、作業に必要な長尺な工具等を従来に比べて容易に取り出したり、収納したりす
ることができるため、使用勝手が良く作業効率を向上させることができる。
【００３５】
　さらに、本実施形態に係る高所作業車１では、第１および第２工具箱５１，５２と格納
状態のブーム３０との間の空きスペースを利用して中央工具箱６０を設け、工具等を起立
させた姿勢で収容することができることとしているため、限られたスペースを有効に活用
することができるとともに、長尺物を効率的に収容することができる。したがって、作業
に必要な機材や工具等を従来よりも多量に搭載することが可能となり、機材運搬用の車両
を用いることなく工事作業を行うことができるようになるので、作業時の使用車両台数、
ひいては保有車両台数を減らしてコストダウンを図ることができる。
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　なお、本発明に係る高所作業車１においては、サブフレーム４上における運転キャブ７
と旋回台２０との間の領域であって、且つ、第１および第２工具箱５１，５２とブーム３
０（格納状態のブーム３０）との間の領域に上方から収納可能な工具箱が設けられていれ
ば上記の効果を有するので、当該領域に設置される工具箱の形状は特に問わない。例えば
、この高所作業車１のように必ずしも前後に２つ（第６工具箱６６および第７工具箱６７
）に分けられている必要はなく、当該領域に１つの工具箱が設けられていてもよい。さら
に、工具箱は上方から収納可能な構成の工具箱であれば形状や構成は特に問わず、例えば
、上記実施例で例示したような上面に開閉式の扉を有した密閉型であってもよいし、上面
が開放された開放型であってもよい。
【００３７】
　また、上述の実施形態においては、第６工具箱６６は底部がサブフレーム４の下板部４
ｂ上に固着されて取り付けられる構成であったが、本発明はこれに限定されるものではな
く、図４に示すように、第６工具箱６６の底部を下板部４ｂから下方に貫通させて周縁部
を上板部４ａおよび下板部４ｂに固着させて取り付ける構成であってもよい。これによれ
ば、第６工具箱６６の上面位置をそのままにしながら有効深さをさらに深くすることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の一実施の形態に係る高所作業車の側面図を示す。
【図２】上記高所作業車の斜視図を示す。
【図３】サブフレームと中央工具箱との位置関係を説明するための要部断面図を示す。
【図４】異なる実施形態のサブフレームと中央工具箱との関係を説明する要部断面図を示
す。
【符号の説明】
【００３９】
１　高所作業車
３　シャシフレーム（車体フレーム）
４　サブフレーム（車体フレーム）
４ａ　上板部
４ｂ　下板部
４ｃ　側板部
７　運転キャブ
２０　旋回台
３０　ブーム
４０　作業台
５１　第１工具箱（側方工具箱）
５２　第２工具箱（側方工具箱）
６０　中央工具箱（長尺工具箱）
６６　第６工具箱（長尺工具箱）
６６ａ　開閉扉（ステップ）
６７　第７工具箱（長尺工具箱）
６７ａ　開閉扉（ステップ）
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